
現  行  改  正  後  

（4）対象児童の預かりについては、指導医・嘱託医と相談の上、一定   
の目安（対応可能な症例や利用時問等）を作成するとともに、保護   
者に対し周知し、理解を得ること。  

「≡けケ′1′イヽ汀十 rt＿ 4≡奈ユ；に）ノ抄り⊥」  

（1）体温の管理等その他健康状態を適切に把握するとともに、複数の   
児童を受け入れる場合は、他の児童への感染に配慮すること。  
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（3）保育所登所前からの体調不良児については、地域の病児・病後児  
を預カぺ川鋸没を活用することとし、児童の症状に応じた適切な利用  
が行われるよう、地域における連携体制の確保に努めること。   

乙 事業の実施手続  
（1）市町村の長（指定都市及び中核市の市長を除く。）及び特別区の   

長は、毎年度、事業を実施するに当たっては、実施施設について都  
道府県知事に十分協議を行うものとすること。  

（2）この実施要綱の要件に適合する施設である旨の必要な書類を準備  
しておくこと。   

邑 費用  
（1）国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものと  
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長（指定都市及び中核市の市長を除く。）及び特別区の  
度、事業を実施するに当たっては、実施保育所について  
事に十分協議を行うものとすること。  
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改  正 ■ 後   現  行   

（2）3の（1）及び（2）の事業を実施するために必要な経費の一部  （2）登所前からの体調不良児の預かりについては、事業を実施するた   
を保護者から徴収することができるものとする。   めに必要な経費の一部を保護者から徴収することができるものとす  

る。   
9 経過措置   
（1）3の（1）及び（2）の事業については、当分の間、従前の職員   

配置により実施して差し支えないものとする。   
（2）従来の派遣型一時保育及び施設型（C型）の実施施設については、   

当分の間、従前の例により実施して差し支えないものとする。   
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改  正  後  

別添4  

待機児童解消促進等事業実施要綱   

1 趣旨  
（1）現行どおり（略）  

待機児童解消促進等事業実施要綱  

1 趣旨  
（1）3の（1）～（4）   増 
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、障害児保育の推進を図  （5）の事業については、認可外保育施設等の利用家庭に対  の

支
 
0
の
通
 
3
る
る
3
を
 
 

）
す
す
）
策
 
 

3
 
 

2
 
 

（
 
 

（
 
 
 

利 

こ
認
進
 
 

の
る
、
促
 
等
図
は
の
 
 

設
を
て
成
 
 

向
つ
全
 
 
 
 
 
施
上
い
育
 
 

家  るとともに、認可外保  を行うことにより、児童の福祉の向上を図ることを目的と  援
 
（
一
じ
 
 
 

の
 
 

里 の福祉   を目的とする。  と
可
を
 
 

育施設への衛生・安全対  
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の事業については、認可外保育施設への衛生・安全対  
児童の健全育成の促進を図ることを目的とする。  
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 2 実施主体   

本事業の実施主体は、次のとおりとする。  

（1）3の（1）及び（3）の実施主体は、市町村（特別区を含む。以  
下同じ。）とする。ただし、この事業を保育所を経営する者に委託  

説 

2 実施主体   
本事業の実施主体は、次のとおりとする。  

（1）現行どおり（略）  
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の事業の実施主体は、市町村又は保育所を経  （3）3の（4）及び（5）の事業の実施主体は、市町村又は保育所を  
経営する者とする。  

（4）3の（6）の事業の実施主体は、市町村とする。   

3 対象事業  
（1）送迎保育ステーション試行事業  

現行どおり（略）  

業の実施主体は、市町村とする。  

3 対象事業  
（1）送迎保育ステーション試行事業  

① 事業内容  
駅前等利便性の高い場所に設置した送迎保育ステーションにお  

いて、郊外の複数の保育所への送迎及びそれに伴う保育（以下、  
「送迎保育」という。）を実施する事業。  

② 実施要件  
児 
合 

ア ニの事  ノ
 
ー
・
レ
t
、
′
 
［
－
r
′
′
－
ノ
 
 
 
0
 
 

な
ズ
あ
範
利
能
る
 
 

と
一
で
い
の
可
す
 
 

象
二
童
な
設
が
と
 
 

対
が
児
の
施
れ
の
 
 

の
間
る
障
該
入
も
 
 

業
時
な
支
当
受
る
 
 

こ
 
 

る
に
る
 
 

所
と
に
に
問
き
 
 

開
要
業
後
夜
で
 
 

は
必
事
所
は
が
 
 

又
が
 
閉
又
と
 
 

イ
 
 

園内で、保育所又は放課後児童クラブの  
用児童を、バスで送迎保育ステーション  
な保育所に送る事業を併せて実施するこ   
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改  正  後   現  行   

なお、家庭的保育支援者を配置している場合については、家   
庭的保育支援者が送迎を行うこともできること。   

（ェ）家庭的保育の実施場所を訪問すること等によ当その保育の状   （エ）来所、電話又は訪問等により、家庭的保育者に対し相談・  
況の  に真めると  に、家庭的 育 の相談に応じ、 び   指導を行うこと。  
必要な指導・援助を行うこと。   

（オ）保育する児童の日々の状況を確認し、児童の状態に応じた適   （オ）家庭的保育者の居宅等における保育の状況の把握に努め、  
七な几通が実  るよフ、 育 容の言画・管  行うようヌ   必 な苅 ・旨導 行うこ   た  育 る児童の日々の   

めること。  状態を確認し、児童の状態に応じた適切な処遇が図られるよ   
う、保育内容の計画・管理を行うよう努めること。  

（カ）現行どおり（略）  （カ）家庭的保育者の資質の向上等を図るための集合研修、OJ  
T等を行うこと。  

（キ）現行どおり（略）   （キ）他の機関等で対応することが適切であると考えられる場合  
には、他の機関等との連携を図り適切な対応を行うこと。  

（ク）現行どおり（略）  （ク）家庭的保育者が保育を行う児童を定期的に保育所に招いた  
り、児童の健康診断を保育所の入所児童と共に行うなどの連  
携を図るとともに、家庭的保育者に対し、保育所や地域の行  
事に関する情報を提供し、当該行事に参加するよう勧めるこ  
と。  

（ケ）現行どおり（略）  （ケ）家庭的保育者が休暇等をとることにより、保育を一時的に  
休止する場合は、当該家庭的保育者に代わって児童の保育を  
行うこと。  

（コ）家庭的保育者等への支援に当たっては、家庭的保育支援者と   
十分に連携するとともに、必要に応じ、家庭的保育支援者への   
支援も行うこと。   

オ 家庭的保育支援者の役割   
家庭的保育支援者は、主にエの（イ）、（エ）、（オ）、（キ）及   

び（ケ）の支援を行うものとし、その際は、円滑な事業実施が   
図れるように連携保育所又は実施保育所と十分に連携す ること。   

なお、家庭的保育支援者は、各種研修等に積極的に参加し、   
相談に応じ、及び指導・援助を行うために必要な知識及び技術   
の修得、維持及び向上に努めること。   

盈 留意点   ⑤留意点  
ア 家庭的保育者、補助者、家庭的保育支援者及び担当者が業務を   

‾ 
ァ 家庭的保育者、補助者及び担当者が業務を行うに当たって知   

行うに当たって知り得た個人情報については、当該業務遂行のた   り得た個人情報については、当該業務遂行のために必要不可欠  
めに必要不可欠な場合以外に用いてはならないこと。   な場合以外に用いてはならないこと。  

イ 家庭的保育者、家庭的保育支援者、連携保育所や実施保育所等   イ 保護者の負担額について、家庭的保育者 連携保育所又は実   
と保護者との間で金銭の授受がある場合は、関係法令を遵守する  施保育所が直接支払いを受ける場合は 関係法令を遵守すると   
とともに、必要な帳簿を整備すること。  ともに、徴収に係る必要な帳簿を整 

ウ （略）   
理すること。  

ウ保育に当たっては、保育所保育指針を参考として実施に努め  
ること。   
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現  行  改  正  後  

会をとらえて、関係機関との連携・調整に努めること。  
③ 留意点   

ア 親子の育ちを計画的に支援することを目的としたものであ 目 

地
を
 
 

域住民に保育所や園庭を開放する事業及び入所児童  
行う事業は対象とならないこと。  

り、単に  
との交流  

イ 地域子育て支援拠点事業を実施する市町村にあっては、それ  
ぞれの事業が効果的に連携するよう配慮すること。   

（6）障害児保育円滑化事業  （6）障害児保育円滑化事業  

害児を4人以上受け入れ  呆目戸において、軽度障害児を含め   ［削除］  

かる特別  るために  

対 とよる障害児は、次に掲げるものとする。  

4年法律第283号）第1  ア    障口者福祉法」（昭和2  
寸を受けて  

（イ）「療育手帳制度について  和48年9月27日厚生省  
けてい  156号通   

る児童  
（ウ）その他前各号のいずれかと  同等程度の障害を有すると、児  

（7）認可外保育施設の衛生・安全対策事業   
① 事業内容  

市町村が必要と認めた認可外保育施設の保育従事者、調理担当  
職員に対する健康診断を実施する事業。  

（6）認可外保育施設の衛生・安全対策事業  
＋① 事業内容  

現行どおり（略）  

② 実施要件  
ア 現行どおり（略）  

イ 既存の健診制度等を活用するなどして柔軟に実施する。  

② 実施   
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等の有無を発見するため、市町村が受診する必要  
項目について健康診断を行う。  
係る健診について既存の健診制度等を活用するな  

を
 
 
 

イ
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